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(57)【要約】
【課題】立体感に優れた触感を示す、表面に凹凸を有する化粧シートを提供する。
【解決手段】基材シート上に、盛上げ印刷層を有する化粧材であって、該盛上げ印刷層が
、格子部分が凸部である微細な格子状の凹凸構造により形成されたものであり、該凸部の
ピッチが300μm以上である、化粧シート。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材シート上に、盛上げ印刷層を有する化粧材であって、
　該盛上げ印刷層が、格子部分が凸部である微細な格子状の凹凸構造により形成されたも
のであり、
　該凸部のピッチが300μm以上である、
化粧シート。
【請求項２】
　前記凸部の幅が、80μm以上である、請求項１に記載の化粧シート。
【請求項３】
　前記格子状の凹凸構造の単位格子が、正方形、長方形、菱形、及び平行四辺形からなる
群から選択される少なくとも1種である、請求項１又は２に記載の化粧シート。
【請求項４】
　前記凸部の高さが、5μm以上である、請求項１～３のいずれか一項に記載の化粧シート
。
【請求項５】
　前記盛上げ印刷層が、微粒子を含有する、請求項１～４のいずれか一項に記載の化粧シ
ート。
【請求項６】
　前記凹凸構造の凹部においても下の層が被覆されている、請求項１～５のいずれか一項
に記載の化粧シート。
【請求項７】
　前記盛上げ印刷層の表面に表面保護層を有する、請求項１～６のいずれか一項に記載の
化粧シート。
【請求項８】
　更に着色隠蔽層を有する、請求項１～７のいずれか一項に記載の化粧シート。
【請求項９】
　更に絵柄模様層を有する、請求項１～８のいずれか一項に記載の化粧シート。
【請求項１０】
　更に透明性樹脂層を有する、請求項１～９のいずれか一項に記載の化粧シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、床材、建具等の内装材や、家具などに意匠性を付与するために、意匠性を有する
化粧シートが用いられている。このような意匠性を有する化粧シートの1種として、表面
に絵柄と同調した凹凸を有する化粧シートが存在する。
【０００３】
　表面に絵柄と同調した凹凸を有する化粧シートとしては、表面に盛上げ印刷による凸部
を設けた、視覚的にも触覚的にも立体感を有する化粧シートが知られている(例えば、特
許文献１、２など)。
【０００４】
　特許文献１では、基材上に、印刷層及び透明樹脂層を有し、更にその上に印刷層に同調
した、電離放射線硬化型樹脂を主体とした厚盛り印刷層が設けられていることを特徴とす
る化粧材が提案されている。このように透明樹脂層を設けることで、厚盛り印刷層と印刷
層の密着性を向上できること、及び紙のような浸透性がある基材の場合でも厚盛り印刷層
が基材に浸み込み、凹凸感が減少してしまうことがないことが述べられている。
【０００５】
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　また、特許文献１では、電離放射線硬化型樹脂にカプセル発泡剤を添加しておき、低温
加熱発砲後、電離放射線を照射して硬化させることにより厚盛り印刷層を形成することで
、厚盛り印刷層にボリューム感を出すことができることも提案されている。
【０００６】
　また、特許文献２では、絵柄模様層と、透明艶調整層と、表面に当該絵柄模様と同調し
た電離放射線硬化型樹脂からなる凸部とを有し、当該凸部の電離放射線硬化型樹脂100重
量部に対して粒径3～10μmの粒状粒子を20～30重量部含有してなることを特徴とする化粧
シートが提案されている。特許文献２では、凸部の電離放射線硬化型樹脂に特定の粒径及
び割合で粒状粒子を含有させることにより、優れた手触り感と耐汚染性が得られることが
報告されている。
【０００７】
　このように、従来の凹凸を有する化粧シートでは、盛上げ印刷層を通常の印刷層と同調
させて形成すること、例えば、木目柄の絵柄層の導管部に対応する位置に盛上げ印刷層を
形成することで、より本物に近い意匠感を視覚的に得ている。しかしながら、触感につい
ては満足のいくものが得られておらず、改善の余地がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平10-86313号公報
【特許文献２】特開2013-123863号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、立体感に優れた触感を示す、表面に凹凸を有する化粧シートを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、図１に示すように盛上げ
印刷層を格子状の微細凹凸構造により形成することによって、より立体的に優れた触感が
得られ、上記目的を達成できるという知見を得た。
【００１１】
　本発明は、これら知見に基づき、更に検討を重ねて完成されたものであり、次の化粧シ
ートを提供するものである。
【００１２】
　項１．基材シート上に、盛上げ印刷層を有する化粧材であって、
　該盛上げ印刷層が、格子部分が凸部である微細な格子状の凹凸構造により形成されたも
のであり、
　該凸部のピッチが300μm以上である、
化粧シート。
【００１３】
　項２．前記凸部の幅が、80μm以上である、項１に記載の化粧シート。
【００１４】
　項３．前記凹凸構造の格子の単位が、正方形、長方形、菱形、及び平行四辺形からなる
群から選択される少なくとも1種である、項１又は２に記載の化粧シート。
【００１５】
　項４．前記凸部の高さが、5μm以上である、項１～３のいずれか一項に記載の化粧シー
ト。
【００１６】
　項５．前記盛上げ印刷層が、微粒子を含有する、項１～４のいずれか一項に記載の化粧
シート。
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【００１７】
　項６．前記凹凸構造の凹部においても下の層が被覆されている、項１～５のいずれか一
項に記載の化粧シート。
【００１８】
　項７．前記盛上げ印刷層の表面に表面保護層を有する、項１～６のいずれか一項に記載
の化粧シート。
【００１９】
　項８．更に着色隠蔽層を有する、項１～７のいずれか一項に記載の化粧シート。
【００２０】
　項９．更に絵柄模様層を有する、項１～８のいずれか一項に記載の化粧シート。
【００２１】
　項１０．更に絵柄模様層を有する、項１～９のいずれか一項に記載の化粧シート。
【００２２】
　以下、本発明の化粧シートについて詳細に説明する。なお、本発明の化粧シートは、盛
上げ印刷層がいわゆる「表面」(施工後に視認される面)である。よって、本明細書では、
基材シートに対して盛上げ印刷層が存在する方向を「表」又は「上」と称し、その反対側
を「裏」又は「下」と称する。
【００２３】
　本発明の化粧シートは、基材シート上に、盛上げ印刷層を有し、
　該盛上げ印刷層が、格子部分が凸部である微細な格子状の凹凸構造により形成されたも
のであり、
　該凸部のピッチが300μm以上であることを特徴とする。
【００２４】
　上記特徴を有する本発明の化粧シートは、微細な格子状の凹凸構造により形成された盛
上げ印刷層を採用することにより、立体感に優れた触感を示す。
【００２５】
　（基材シート）
　基材シートとしては、限定的ではないが、紙質基材シート、プラスチック基材シート、
不織布、金属基材シート、木質系基材シート等が挙げられる。紙質基材シートとしては、
例えば、薄紙、紙間強化紙、含浸紙、チタン紙、コート紙、段ボール紙、リンター紙、ク
ラフト紙、上質紙等が挙げられる。また、プラスチック基材シートとしては、例えば、ポ
リエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレー
ト、アクリロニトリルブタジエンスチレン、ポリ塩化ビニル等の各種のプラスチックシー
ト、フィルム等が挙げられる。プラスチック基材シートは、着色されたものであってもよ
い。金属基材シートとしては、例えば、鋼板、アルミニウム、ステンレス等の上に、着色
剤のアンダーコートを行ったものが挙げられる。木質系基材シートとしては、例えば、合
板、パーティクルボード、中密度ファイバーボード等が挙げられる。
【００２６】
　基材シートの厚みは特に限定されず、製品特性に応じて設定できるが、通常、紙質基材
シートであれば40～100μm程度、好ましくは50～80μm程度であり、プラスチック基材シ
ートであれば80～200μm程度、好ましくは100～150μm程度である。
【００２７】
　基材シートには、必要に応じて、添加剤が配合されてもよい。添加剤としては、例えば
、炭酸カルシウム、クレー等の充填剤、水酸化マグネシウム等の難燃剤、酸化防止剤、滑
剤、発泡剤、着色剤(下記参照)などが挙げられる。添加剤の配合量は、製品特性に応じて
適宜設定できる。
【００２８】
　着色剤としては特に限定されず、顔料、染料等の公知の着色剤を使用できる。例えば、
チタン白、亜鉛華、弁柄、朱、群青、コバルトブルー、チタン黄、黄鉛、カーボンブラッ
ク等の無機顔料；イソインドリノン、ハンザイエローＡ、キナクリドン、パーマネントレ
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ッド４Ｒ、フタロシアニンブルー、インダスレンブルーＲＳ、アニリンブラック等の有機
顔料(染料も含む)；アルミニウム、真鍮等の金属顔料；二酸化チタン被覆雲母、塩基性炭
酸鉛等の箔粉からなる真珠光沢(パール)顔料などが挙げられる。
【００２９】
　基材シートの片面又は両面には、必要に応じて、コロナ放電処理、オゾン処理、プラズ
マ処理、電離放射線処理、重クロム酸処理等の表面処理を施してもよい。例えば、コロナ
放電処理を行う場合には、基材シート表面の表面張力が30dyne以上、好ましくは40dyne以
上となるようにすればよい。表面処理は、各処理の常法に従って行えばよい。
【００３０】
　基材シートの片面又は両面には、必要に応じて、プライマー層を設けてもよい。
【００３１】
　プライマー層は、公知のプライマー剤を基材シートの片面又は両面に塗布することによ
り形成できる。プライマー剤としては、例えば、アクリル変性ウレタン樹脂等からなるウ
レタン樹脂系プライマー剤、ウレタン－セルロース系樹脂(例えば、ウレタンと硝化綿の
混合物にヘキサメチレンジイソシアネートを添加してなる樹脂)からなるプライマー剤等
が挙げられる。
【００３２】
　プライマー剤の塗布量は特に限定されないが、通常0.1～20 g/m2、好ましくは0.5～10 
g/m2程度である。
【００３３】
　（盛上げ印刷層）
　盛上げ印刷層は、視覚的及び触覚的な立体感を化粧シートの表面に付与するための層で
ある。当該盛上げ印刷層が形成することにより、立体的に優れた触感と、見る角度により
艶が変化するという優れた意匠性を有することができる。
【００３４】
　盛上げ印刷層を形成する樹脂は、熱硬化型樹脂、電離放射線硬化型樹脂(例えば、電子
線硬化型樹脂)等の硬化型樹脂が好ましい。特に電離放射線硬化型樹脂は、高い表面硬度
、生産性等の観点から好ましい。
【００３５】
　熱硬化型樹脂としては、例えば、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂(２液硬
化型ポリウレタンも含む)、エポキシ樹脂、アミノアルキッド樹脂、フェノール樹脂、尿
素樹脂、ジアリルフタレート樹脂、メラミン樹脂、グアナミン樹脂、メラミン－尿素共縮
合樹脂、ケイ素樹脂、ポリシロキサン樹脂等が挙げられる。
【００３６】
　上記樹脂には、架橋剤、重合開始剤等の硬化剤、重合促進剤を添加することができる。
例えば、硬化剤としてはイソシアネート、有機スルホン酸塩等が不飽和ポリエステル樹脂
やポリウレタン樹脂等に添加でき、有機アミン等がエポキシ樹脂に添加でき、メチルエチ
ルケトンパーオキサイド等の過酸化物、アゾイソブチルニトリル等のラジカル開始剤が不
飽和ポリエステル樹脂に添加できる。
【００３７】
　電離放射線硬化型樹脂は、電離放射線の照射により架橋重合反応を生じ、３次元の高分
子構造に変化する樹脂であれば限定されない。例えば、電離放射線の照射により架橋可能
な重合性不飽和結合又はエポキシ基を分子中に有するプレポリマー、オリゴマー及びモノ
マーの1種以上が使用できる。例えば、ウレタンアクリレート、ポリエステルアクリレー
ト、エポキシアクリレート等のアクリレート樹脂；シロキサン等のケイ素樹脂；ポリエス
テル樹脂；エポキシ樹脂などが挙げられる。
【００３８】
　電離放射線としては、可視光線、紫外線(近紫外線、真空紫外線等)、Ｘ線、電子線、イ
オン線等があるが、この中でも、紫外線及び／又は電子線が望ましい。
【００３９】
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　紫外線源としては、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、低圧水銀灯、カーボンアーク灯、ブラ
ックライト蛍光灯、メタルハライドランプ灯の光源が使用できる。紫外線の波長としては
、190～380 nm程度である。
【００４０】
　電子線源としては、例えば、コッククロフトワルト型、バンデグラフト型、共振変圧器
型、絶縁コア変圧器型、直線型、ダイナミトロン型、高周波型等の各種電子線加速器が使
用できる。電子線のエネルギーとしては、100～1000keV程度が好ましく、100～300keV程
度がより好ましい。電子線の照射量は、1～15Mrad程度が好ましく、1～10Mrad程度がより
好ましく、3～5Mrad程度が更に好ましい。
【００４１】
　電離放射線硬化型樹脂は電子線を照射すれば十分に硬化するが、紫外線を照射して硬化
させる場合には、光重合開始剤(増感剤)を添加することが好ましい。
【００４２】
　ラジカル重合性不飽和基を有する樹脂系の場合の光重合開始剤は、例えば、アセトフェ
ノン類、ベンゾフェノン類、チオキサントン類、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル
、ミヒラーベンゾイルベンゾエート、ミヒラーケトン、ジフェニルサルファイド、ジベン
ジルジサルファイド、ジエチルオキサイト、トリフェニルビイミダゾール、イソプロピル
－Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノベンゾエート等の少なくとも1種が使用できる。また、カチオ
ン重合性官能基を有する樹脂系の場合は、例えば、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族スルホ
ニウム塩、メタロセン化合物、ベンゾインスルホン酸エステル、フリールオキシスルホキ
ソニウムジアリルヨードシル塩等の少なくとも1種が使用できる。
【００４３】
　光重合開始剤の添加量は特に限定されないが、一般に電離放射線硬化型樹脂100質量部
に対して0.1～10質量部程度である。
【００４４】
　盛上げ印刷層の形成に用いる印刷法としては、例えば、グラビア印刷法、オフセット印
刷法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、静電印刷法、インクジェット印刷法、ドラム
プリンティングシステム(DPS)等が挙げられる。
【００４５】
　盛上げ印刷層には、艶消しや触感向上のために微粒子が含まれていてもよい。微粒子と
しては、シリカ、アルミナ、酸化クロム、酸化鉄、ダイヤモンド等の無機粒子や、アクリ
ルビーズ、ウレタンビーズ等の樹脂粒子のいずれであってもよい。
【００４６】
　盛上げ印刷層を形成する樹脂には、必要に応じて、溶剤、染料、顔料等の着色剤、増量
剤等の充填剤、消泡剤、レベリング剤、チクソトロピー性付与剤等の各種添加剤を加える
ことができる。
【００４７】
　盛上げ印刷層は、微細な格子状の凹凸構造により形成される。図１に本発明の盛上げ印
刷層の模式図を示す。図１の左図に示す盛上げ印刷層は、実際は右図に示すように微細な
格子状の凹凸構造により形成されている。本発明において、当該格子状の凹凸構造は、凸
部が連続形成されて土手となり、凹部が互いに独立した構造となる。盛上げ印刷層が、こ
のような微細な格子状の凹凸構造を有することで、立体感に優れた触感を得られる。
【００４８】
　また、図２の(a)は盛上げ印刷層の格子状の凹凸構造の一例を示す平面図、(b)は(a)のA
-A線断面の一例を示す断面図であり、１１ａは凸部、１１ｂは凹部を示す。本発明におい
て、凸部のピッチ及び凸部の幅は、図２に示すように、凸部に平行に切断した断面を基準
として測定されるものである。
【００４９】
　盛上げ印刷層の格子状の凹凸構造の格子の単位は、好ましくは四角形であって、例えば
、正方形、長方形、菱形、平行四辺形等を挙げることができるが、正方形が特に好ましい
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。これらの形状は、単独又は2種以上を複合して使用できる。
【００５０】
　盛上げ印刷層の凸部のピッチは、好ましくは300μm以上、より好ましくは300～800μm
、更に好ましくは400～750μmである。ここで凸部のピッチとは、図２においてpとして示
す長さであり、詳細には、対抗する凸部の頂点(凸部の最も高い位置)間の距離である。凸
部のピッチが800μm以下であれば、微細な格子模様が肉眼では見ることが難しくなるため
望ましい。なお、単位格子の形状によっては、縦と横で凸部のピッチが異なる場合がある
が、そのような場合は縦と横の両方が上記数値範囲内であることが好ましい。
【００５１】
　また、盛上げ印刷層の凸部の幅は、好ましくは80μm以上、より好ましくは100～500μm
、更に好ましくは200～500μmである。凸部の幅をこの範囲に設定することにより、立体
的な触感が向上する。ここで凸部の幅とは、図２においてwとして示す長さであり、盛上
げ印刷層において突出している部分の幅である。
【００５２】
　盛上げ印刷層の凹凸構造の凸部の高さは、好ましくは5μm以上、より好ましくは10μm
以上、更に好ましくは20～50μmである。ここで凸部の高さとは、図２においてhとして示
す長さであり、盛上げ印刷層の下の層の表面から凸部の頂点までの長さである。なお、図
２(b)の左側の凹凸構造では、後述する凹凸の高低差=凸部の高さとなる。
【００５３】
　盛上げ印刷層の凹凸構造の凹部の下の層は、図２(b)の左側に示されているように被覆
されていない形態を取ってもよく、又は右側に示されているように被覆されている形態で
あってもよい。このように凹部の下の層が被覆されている場合は、凹凸の高低差は、好ま
しくは5μm以上、より好ましくは10μm以上、更に好ましくは20～50μmである。ここで凹
凸の高低差とは、図２においてdとして示す長さであり、凹部の表面から凸部の頂点まで
の長さである。
【００５４】
　上記凸部のピッチ、凸部の幅、凸部の高さ、及び凹凸の高低差は、本発明の化粧シート
全体において一律である必要はなく、複数の値を組み合わせたものであってもよい。
【００５５】
　また、上記凸部のピッチ、凸部の幅、凸部の高さ、及び凹凸の高低差は、盛上げ印刷層
全体において全て満たしている必要はなく、一部分において満たされていればよい。
【００５６】
　盛上げ印刷層は、耐摩耗性、耐薬品性等を向上させるために、表面に表面保護層を有し
ていてもよい。この表面保護層を形成する樹脂としては、前述するような熱硬化型樹脂又
は電離放射線硬化型樹脂等の硬化型樹脂が好ましい。特に、電離放射線硬化型樹脂は高い
表面硬度、生産性等の観点から好ましい。なお、被覆されていない凹部についても表面保
護層を有していてもよい。
【００５７】
　本発明において、このような表面保護層は盛上げ印刷層の一部であるとする。すなわち
、表面保護層を有する場合は、上記凸部のピッチ、凸部の幅、凸部の高さ、及び凹凸の高
低差は、表面保護層形成後の形状を基準に考えるものとする。
【００５８】
　盛上げ印刷層の化粧シート全体に占める割合(面積)は、通常20～80%程度、好ましくは3
0～70%程度である。
【００５９】
　（化粧シートの層構成）
　本発明の化粧シートは、基材シート上に、盛上げ印刷層が少なくとも形成されていれば
、その具体的構成(層構成)については限定されない。図３に本発明の化粧シートの層構成
の一例を示す。図３において、本発明の化粧シート１は、基材シート１２上に、着色隠蔽
層１３、絵柄模様層１４、透明性樹脂層１５がこの順に積層されており透明性樹脂層１５
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上に盛上げ印刷層１１が形成されている。さらに、絵柄模様層と透明性樹脂層との間には
接着剤層が、透明性樹脂層と盛上げ印刷層との間にはプライマー層が形成されていてもよ
い。
【００６０】
　以下、着色隠蔽層、絵柄模様層、接着剤層、透明性樹脂層及びプライマー層について説
明する。
【００６１】
　（着色隠蔽層）
　着色隠蔽層は、化粧シートの表面から被着材の地色を隠蔽するための層である。
【００６２】
　着色隠蔽層としては、隠蔽着色が可能な公知のインクを用いて形成された層が挙げられ
る。上記インクとしては、例えば、公知の着色剤(染料又は顔料)を結着材樹脂とともに溶
剤(又は分散媒)中に溶解(又は分散)させて得られる着色インクが挙げられる。
【００６３】
　着色剤としては、例えば、酸化チタン、カーボンブラック、亜鉛華、弁柄、紺青、カド
ミウムレッド等の無機顔料；アゾ顔料、レーキ顔料、アントラキノン顔料、キナクリドン
顔料、フタロシアニン顔料、イソインドリノン顔料、ジオキサジン顔料等の有機顔料；蛍
光顔料；夜光顔料等が挙げられる。これらの着色剤は、単独又は2種以上を混合して使用
できる。これらの着色剤には、中和剤、界面活性剤等が更に配合されていてもよい。
【００６４】
　結着材樹脂としては、例えば、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリエステル系樹脂
、ウレタン系樹脂、塩素化ポリオレフィン系樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体系樹
脂、ポリビニルブチラール樹脂、アルキド系樹脂、石油系樹脂、ケトン樹脂、エポキシ系
樹脂、メラミン系樹脂、フッ素系樹脂、シリコーン系樹脂、繊維素誘導体、ゴム系樹脂等
が挙げられる。これらの樹脂は、単独又は2種以上を混合して使用できる。
【００６５】
　溶剤(又は分散媒)としては、例えば、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、トルエン、キシ
レン、エチルベンゼン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン等の石油系有機溶剤；酢
酸エチル、酢酸ブチル、酢酸－2－メトキシエチル、酢酸－2－エトキシエチル等のエステ
ル系有機溶剤；メチルアルコール、エチルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、イ
ソプロピルアルコール、イソブチルアルコール、エチレングリコール、プロピレングリコ
ール等のアルコール系有機溶剤；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケト
ン、シクロヘキサノン等のケトン系有機溶剤；ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒ
ドロフラン等のエーテル系有機溶剤；ジクロロメタン、四塩化炭素、トリクロロエチレン
、テトラクロロエチレン等の塩素系有機溶剤；水等の無機溶剤等が挙げられる。これらの
溶剤(又は分散媒)は、単独又は2種以上を混合して使用できる。
【００６６】
　着色隠蔽層の形成方法は、基材シート全体を被覆(全面ベタ状)するように形成できる方
法が好ましい。例えば、ロールコート法、ナイフコート法、エアーナイフコート法、ダイ
コート法、リップコート法、コンマコート法、キスコート法、フローコート法、ディップ
コート法等が好ましいものとして挙げられる。
【００６７】
　着色隠蔽層の厚みは特に限定されず、製品特性に応じて適宜設定できるが、塗工時の層
厚は0.1～10μm程度、乾燥後の層厚は0.1～5μm程度である。
【００６８】
　（絵柄模様層）
　着色隠蔽層の上又は基材シートの裏面には、絵柄模様層を形成することができる。絵柄
模様層は、化粧シートに所望の絵柄による意匠性を付与するものであり、絵柄の種類等は
特に限定的ではない。例えば、木目模様、石目模様、砂目模様、タイル貼模様、煉瓦積模
様、布目模様、皮絞模様、幾何学図形、文字、記号、抽象模様等が挙げられる。
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【００６９】
　本発明の化粧シートにおいて絵柄模様層の絵柄の上に盛上げ印刷層を形成することによ
り絵柄模様層と、盛上げ印刷層とが同調している構成とすることができる。このような構
成の場合、絵柄の上に更に微細な凹凸構造を形成することにより、より優れた触感と意匠
性を有する化粧シートとなる。また、逆に、上記絵柄模様層の絵柄が形成されていない部
分に盛上げ印刷層が形成されている構成であってもよい。このように、絵柄または絵柄が
形成されていない部分に盛上げ印刷層を形成する場合には、全体ではなく、部分的に形成
することにより、更に優れた触感が得られる。
【００７０】
　絵柄模様層の形成方法は特に限定されず、例えば、公知の着色剤(染料又は顔料)を結着
材樹脂とともに溶剤(又は分散媒)中に溶解(又は分散)させて得られる着色インキ、コーテ
ィング剤等を用いた印刷法などにより形成すればよい。
【００７１】
　着色剤としては、例えば、カーボンブラック、チタン白、亜鉛華、弁柄、紺青、カドミ
ウムレッド等の無機顔料；アゾ顔料、レーキ顔料、アントラキノン顔料、キナクリドン顔
料、フタロシアニン顔料、イソインドリノン顔料、ジオキサジン顔料等の有機顔料；アル
ミニウム粉、ブロンズ粉等の金属粉顔料；酸化チタン被覆雲母、酸化塩化ビスマス等の真
珠光沢顔料；蛍光顔料；夜光顔料等が挙げられる。これらの着色剤は、単独又は2種以上
を混合して使用できる。これらの着色剤には、シリカ等のフィラー、有機ビーズ等の体質
顔料、中和剤、界面活性剤等をさらに配合してもよい。
【００７２】
　結着材樹脂としては、例えば、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリエステル系樹脂
、ウレタン系樹脂、塩素化ポリオレフィン系樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体系樹
脂、ポリビニルブチラール樹脂、アルキド系樹脂、石油系樹脂、ケトン樹脂、エポキシ系
樹脂、メラミン系樹脂、フッ素系樹脂、シリコーン系樹脂、繊維素誘導体、ゴム系樹脂等
が挙げられる。これらの樹脂は、単独又は2種以上を混合して使用できる。
【００７３】
　溶剤(又は分散媒)としては、例えば、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、トルエン、キシ
レン、エチルベンゼン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン等の石油系有機溶剤；酢
酸エチル、酢酸ブチル、酢酸－２－メトキシエチル、酢酸－２－エトキシエチル等のエス
テル系有機溶剤；メチルアルコール、エチルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、
イソプロピルアルコール、イソブチルアルコール、エチレングリコール、プロピレングリ
コール等のアルコール系有機溶剤；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケ
トン、シクロヘキサノン等のケトン系有機溶剤；ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラ
ヒドロフラン等のエーテル系有機溶剤；ジクロロメタン、四塩化炭素、トリクロロエチレ
ン、テトラクロロエチレン等の塩素系有機溶剤；水等の無機溶剤等が挙げられる。これら
の溶剤(又は分散媒)は、単独又は2種以上を混合して使用できる。
【００７４】
　絵柄模様層の形成に用いる印刷法としては、例えば、グラビア印刷法、オフセット印刷
法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、静電印刷法、インクジェット印刷法等が挙げら
れる。また、全面ベタ状の絵柄模様層を形成する場合には、例えば、ロールコート法、ナ
イフコート法、エアーナイフコート法、ダイコート法、リップコート法、コンマコート法
、キスコート法、フローコート法、ディップコート法等の各種コーティング法が挙げられ
る。その他、手描き法、墨流し法、写真法、転写法、レーザービーム描画法、電子ビーム
描画法、金属等の部分蒸着法、エッチング法等を用いたり、他の形成方法と組み合わせて
用いたりしてもよい。
【００７５】
　絵柄模様層の厚みは特に限定されず、製品特性に応じて適宜設定できるが、乾燥後の層
厚は0.1～20μm程度である。
【００７６】
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　（接着剤層）
　着色隠蔽層又は絵柄模様層の上には、接着剤層が形成されていてもよい。接着剤層は、
透明性のものであれば特に限定されず、無色透明、着色透明、半透明等のいずれも含む。
接着剤層は、着色隠蔽層又は絵柄模様層と透明性樹脂層とを接着するために形成される。
【００７７】
　接着剤としては特に限定されず、化粧シートの分野で公知の接着剤が使用できる。
【００７８】
　化粧シートの分野で公知の接着剤としては、例えば、ポリアミド樹脂、アクリル樹脂、
酢酸ビニル樹脂等の熱可塑性樹脂、熱硬化性ウレタン樹脂等の硬化性樹脂等が挙げられる
。また、イソシアネートを硬化剤とする二液硬化型ポリウレタン樹脂又はポリエステル樹
脂も適用し得る。
【００７９】
　接着剤層は、例えば、接着剤を絵柄模様層上に(厳密には絵柄模様層を被覆するように
基材シート上に)塗布し、乾燥後、透明性樹脂層を積層した後、硬化させることにより形
成できる。乾燥温度・乾燥時間等の条件は特に限定されず、接着剤の種類に応じて適宜設
定すればよい。接着剤の塗布方法は特に限定されず、例えば、ロールコート、カーテンフ
ローコート、ワイヤーバーコート、リバースコート、グラビアコート、グラビアリバース
コート、エアーナイフコート、キスコート、ブレードコート、スムースコート、コンマコ
ート等の方法が採用できる。
【００８０】
　接着剤層の厚みは特に限定されないが、乾燥後の厚みが0.1～30μm、好ましくは1～20
μm程度である。
【００８１】
　（透明性樹脂層）
　透明性樹脂層は透明である限り着色されていてもよく、必要に応じて形成する着色隠蔽
層及び絵柄模様層が視認できる範囲内で半透明であってもよい。
【００８２】
　透明性樹脂層を形成する樹脂としては、例えば、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフ
タレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリアミド、ポリエチレン、ポリプロピレン、
エチレン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－アクリル酸共重合体、エチレン－アクリル酸
エステル共重合体、アイオノマー、ポリメチルペンテン、アクリル酸エステル、メタアク
リル酸エステル、ポリカーボネート、セルローストリアセテート等が挙げられる。上記の
中でも、ポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂が好ましい。より好ましくは、立体規則
性を有するポリオレフィン樹脂である。ポリオレフィン樹脂を用いる場合は、溶融ポリオ
レフィン樹脂を用いた押し出し法により透明性樹脂層を形成することが望ましい。
【００８３】
　透明性樹脂層には、必要に応じて、充填剤、艶消し剤、発泡剤、難燃剤、滑剤、帯電防
止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定化剤、ラジカル捕捉剤、軟質成分(例えば、ゴ
ム)等の各種の添加剤が含まれていてもよい。
【００８４】
　透明性樹脂層の厚みは特に限定されないが、一般的には、基材シートが紙質基材シート
であれば0.1～5μm程度、プラスチック基材シートであれば0.1～150μm程度がよい。
【００８５】
　透明性樹脂層の表面であって、盛上げ印刷層を形成する面には、必要に応じて、コロナ
放電処理、オゾン処理、プラズマ処理、電離放射線処理、重クロム酸処理等の表面処理を
施してもよい。表面処理は、各処理の常法に従って行えばよい。
【００８６】
　（プライマー層）
　透明性樹脂層の上には、盛上げ印刷層の形成を容易とするためのプライマー層を設ける
ことができる。
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【００８７】
　プライマー層は、公知のプライマー剤を透明性樹脂層に塗布することにより形成できる
。プライマー剤としては、例えば、アクリル変性ウレタン樹脂等からなるウレタン樹脂系
プライマー剤、アクリルとウレタンのブロック共重合体からなる樹脂系プライマー剤等が
挙げられる。
【００８８】
　プライマー剤の塗布量は特に限定されないが、通常0.1～20 g/m2、好ましくは0.5～10 
g/m2程度である。
【００８９】
　（化粧板）
　本発明の化粧シートを被着材上に貼着することにより、化粧板とすることができる。被
着材は、限定的でなく、公知の化粧板に用いられるものと同様のものを用いることができ
る。
【００９０】
　上記被着材としては、例えば、木質材、金属、セラミックス、プラスチックス、ガラス
等が挙げられる。木質材としては、具体的には、杉、檜、欅、松、ラワン、チーク、メラ
ピー等の各種素材から作られた突板、木材単板、木材合板、パーティクルボード、中密度
繊維板(MDF)、チップボード、又はチップボードが積層された複合基材等が挙げられる。
【００９１】
　化粧シートを被着材上に貼着する方法は限定的でなく、例えば接着剤により化粧シート
を被着材に貼着する方法等を採用することができる。接着剤は、被着材の種類等に応じて
公知の接着剤から適宜選択すればよい。例えば、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル、塩化
ビニル・酢酸ビニル共重合体、エチレン・アクリル酸共重合体、アイオノマー等のほか、
ブタジエン・アクリルニトリルゴム、ネオプレンゴム、天然ゴム等が挙げられる。これら
接着剤は、単独で又は2種以上を組み合わせて用いる。
【００９２】
　本発明の化粧シートは、例えば、壁、天井、床等の建築物の内装材；バルコニー、ベラ
ンダ等の外装材；窓枠、扉、手すり等の建具や家具；又は弱電、OA機器等のキャビネット
等の表面化粧に用いることができる。
【発明の効果】
【００９３】
　本発明の化粧シートは、微細な格子状の凹凸構造により形成された盛上げ印刷層を採用
することにより、立体感に優れた触感を示す。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】(左)本発明の化粧シートの盛上げ印刷層を示した図、(右)部分拡大された当該盛
上げ印刷層を示した図である。
【図２】(a)盛上げ印刷層の格子状の凹凸構造の一例を示す平面図、(b) (a)のA-A線断面
の一例を示す断面図である。
【図３】本発明の化粧シートの一例を示した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００９５】
　以下に実施例及び比較例を示して本発明をより詳しく解説する。ただし、本発明は実施
例に限定されない。
【００９６】
　実施例１
　基材シートとしての紙質基材(厚み60μm)上に、ウレタン樹脂及びアクリルポリオール
樹脂をバインダーとし、酸化チタン、酸化鉄、及びカーボンブラックを主成分とする着色
剤を含有するインキを用いて、グラビア印刷にて着色隠蔽層(厚さ2μm)を形成した。着色
隠蔽層上に、着色隠蔽層と同様のインキを用いて、グラビア印刷にて絵柄模様層(厚さ2μ
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m)を形成した。次いで、絵柄模様層の上に２液硬化型ウレタン樹脂からなる塗液を塗工し
て接着剤層(乾燥状態での厚さ15μm)を形成した。
【００９７】
　次いで、透明樹脂層を形成するための樹脂組成物をＴダイで溶融して透明性樹脂層(厚
さ60μm)を形成し、接着剤層上にドライラミネート法により積層した。透明性樹脂層の上
に、主剤としてウレタンアクリル共重合体100質量部にイソシアネート系硬化剤(ヘキサメ
チレンジイソシアネート)を5質量部添加したプライマー層形成用２液硬化型樹脂組成物を
、1.5 g/m2の塗布量で塗布した。
【００９８】
　次いで、樹脂成分として、６官能ウレタンアクリレート35質量部及び２官能ウレタンオ
リゴマー65質量部からなる電離放射線硬化型樹脂100質量部に対して、艶消し剤としてシ
リカ(未処理シリカ、平均粒子径5μm)を10質量部、耐摩耗性フィラーとして平均粒子径4
μmのシリカ粒子を5質量部含む電離放射線硬化型樹脂組成物を用いてグラビア印刷により
絵柄模様に同調するように塗工して乾燥させた。乾燥後、加速電圧165kV、照射線量50kGy
の電子線を照射して、電離放射線硬化型樹脂を硬化させて、格子状の凹凸構造からなる盛
り上げ印刷層(高さが40μm)を形成した。その凹凸構造の凸部のピッチを約700μm、且つ
、凹凸構造の凸部の幅を約300μmとした。これに加え、格子状の凹凸構造が全くない領域
を化粧シート全体の約30%点在させた。
【００９９】
　実施例２
　凹凸構造の凸部のピッチを約500μmとし、且つ、凹凸構造の凸部の幅を約200μmとした
以外は実施例１と同様にして化粧シートを作製した。
【０１００】
　実施例３
　凹凸構造の凸部のピッチが約400μmとし、且つ、凹凸構造の凸部の幅を約100μmとした
以外は実施例１と同様にして化粧シートを作製した。
【０１０１】
　比較例１
　凹凸構造の凸部のピッチを約225μmとし、且つ、凹凸構造の凸部の幅を約100μmとした
以外は実施例１と同様にして化粧シートを作製した。
【０１０２】
　実施例１～３、比較例１で得られた化粧シートの立体感(触感)について以下の評価を行
った。結果を表１に示す。
【０１０３】
　＜立体感(触感)の評価＞
　各化粧シートから製造された加飾樹脂成形品表面の凹凸感を手触りで評価した。評価基
準は、以下の通りである。
〇：ざらざらした触感が強く感じられる。
△：ざらざらした触感が感じられる。
×：ざらざらした触感が感じられない。
【０１０４】
【表１】

【符号の説明】
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【０１０５】
１　　　化粧シート
１１　　盛上げ印刷層
１１ａ　凸部
１１ｂ　凹部
１２　　基材シート
１３　　着色隠蔽層
１４　　絵柄模様層
１５　　透明性樹脂層

【図１】

【図２】

【図３】
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